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軽
減
・
減
免
措
置
に
つ
い
て

　

低
所
得
世
帯
へ
の
軽
減
措
置
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
関
連
の
保

険
税
減
免
措
置
・
失
業
者
へ
の
軽

減
措
置
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の

更
新

　

70
～
74
歳
の
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
へ
、
新
し

い「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
」を
7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
し

た
。
8
月
以
降
、
医
療
機
関
を

受
診
さ
れ
る
と
き
は
保
険
証
と
と

も
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い（
限
度 

額

ま
で
の
負
担
と
な
り
ま
す
）。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　

入
院
な
ど
で
医
療
費
が
高
額
と

な
る
場
合
に
交
付
し
て
い
る「
限
度

額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」の
有

効
期
限
が
7
月
末
と
な
っ
て
い
ま

す
。
現
在
、
交
付
し
て
い
る
方
に

は
更
新
の
た
め
の
書
類
を
6
月
下

旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
手
続
き

が
必
要
な
方
は
、
お
早
め
に
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
上
限

を
超
え
て
支
払
わ
れ
た
額
は
、
高

額
療
養
費
の
申
請
を
す
る
こ
と
で

後
日
払
い
戻
し
が
で
き
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
率
が

変
わ
り
ま
す～納

期
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
～

問
い
合
わ
せ　
医
療
保
険
課
☎
５
５
２
‐
７
１
０
３

医療分 後期高齢者
支援金分 介護分

所得割 課税所得金額 ※ 1 × 7.38% 3.04% 2.77%

資産割 平成 30 年度課税分から廃止
均等割 被 保 険 者 数 × 24,240 円 9,840 円 10,320 円
平等割 1 世帯当たり × 18,120 円 7,320 円 4,920 円

保険税額（年額） 最高限度額 ※２ × 58 万円 19 万円 16 万円

納付方法について
普通徴収　納付書または口座振替で納付する方法（年 8 回）
　　　　　納め忘れのない口座振替が便利です！
特別徴収　年金から天引きされる納付方法（年 6 回）　
 　ただし、65 〜 74 歳の世帯主で加入者全員が 65 歳
　　　　　以上の世帯対象。

平成 30 年度国民健康保険税
の税率

※1 課税所得金額とは、収入から必要経費、給与所得控除、公的年金控
　除などを差し引いた所得（その他の所得控除を差し引く前）から基
　礎控除33万円を引いた金額です。

※2 地方税法改正により、最高限度額が変更されました。

※1 所得とは、住民税課税所得のことです
※2 同一世帯の世帯主（擬制世帯主含む）および国保被保険者全員が住民税非課税の人
※3 上記※2の人で、その世帯の所得が0円（年金の所得は控除額を80万円として計算）の人
※   現役並み所得者以外で、昭和19年4月1日以前生まれの方の自己負担は1割となります
※   年間上限は、8月から翌7月までの累計額に対して適用されます

日本遺産、ユネスコ創造都市、
農都宣言を旗印に「地方都市
のリーダー」をともに目指しま
しょう

8月から70〜 74歳の高額療養費の自己負担額が変わります（月額）

国民健康保険は私たちの生活を支える大切な制度で、納められ
た保険税が国民健康保険の制度を支えています。

所得区分 ※ 1 負担
割合 運用証 個人単位

（外来のみ） 世帯単位 4 回目以降

現役並み
所得者

Ⅲ 690 万円以上

3 割

   　
　
　
　
高
齢
受
給
者
証

252,600 円＋（医療費 -842,000 円）
×1% 140,100 円

Ⅱ 380 万円以上 限度額適用
認定証

167,400 円＋（医療費 -558,000 円）
×1% 93,000 円

Ⅰ 145 万円以上 80,100 円＋（医療費 -267,000 円）
×1% 44,400 円

一般 145 万円未満 2 割
18,000 円

（年間上限
144,000 円）

57,600 円 44,400 円

住民税非
課税世帯

※ 2

低所得Ⅱ
2 割

限度額適用・
標準負担額
減額認定証

8,000 円
24,600 円

低所得Ⅰ ※ 3 15,000 円

細
分
化
さ
れ
ま
し
た

問
い
合
わ
せ　
総
務
課
☎
５
５
２
‐
５
１
１
３

問
い
合
わ
せ　
税
務
課
☎
５
５
２
‐
５
３
０
６

平
成
31
年
４
月
採
用　

篠
山
市
職
員
を
募
集
し
ま
す

軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
はお

早
め
に

試
験
に
つ
い
て

第
１
次
試
験

と　
き　
９
月
16
日（
日
）８

時
50
分
～

と
こ
ろ　
篠
山
市
民
セ
ン
タ
ー

内　

容　

教
養
試
験（
事
務

職
、
建
築
・
土
木
職
）、
専
門

試
験（
幼
保
職
）、
適
性
検
査

第
２
次
試
験（
第
１
次
試
験
合
格

者
に
通
知
し
ま
す
）

と　
き　
10
月
14
日（
日
）の
予
定

内　
容　
論
文
試
験
、集
団
面
接
、

実
技
試
験（
幼
保
職
）

第
３
次
試
験（
第
２
次
試
験
合
格

者
に
通
知
し
ま
す
）

と　
き　
11
月
５
日（
月
）の
予
定

内　
容　
個
人
面
接

申
し
込
み
に
つ
い
て

受
付
期
間　
８
月
１
日（
水
）～
14

日（
火
）の
平
日
８
時
30
分
～
17
時

15
分

募
集
要
項
・
申
込
書　

本
庁
舎
・

各
支
所
に
備
え
付
け
の
申
込
書

類(

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載)

を
、
直
接
、
本
人
が
総
務
課
へ

お
持
ち
く
だ
さ
い（
郵
送
は
不
可
。

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
の
み
、

親
族
に
よ
る
代
理
申
し
込
み
可
）

軽自動車税の
課税基準日は

４月１日です

車種・手続き場所
①原動機付自転車（125cc以下）・農耕作業用自

動車＝市役所本庁舎1階税務課または各支所
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
②軽自動車（二輪）・二輪の小型自動車＝神戸運輸

監理部兵庫陸運部（☎050-5540-2066）
-------------------------------------------------
③軽自動車（三輪･四輪）＝軽自動車検査協会兵庫

事務所（☎050-3816-1847）　
-------------------------------------------------
※②③は篠山自家用自動車協会（☎552-0644）で

も手続きできます。

職種 採用予定
人数 受験資格

事務職

一般枠
（若干名）

昭和63年4月2日以降に生まれ、学校教育
法による高等学校以上を卒業した人

高校生枠
（若干名）

学校教育法による高等学校に在学中で、
平成31年3月卒業見込みの人

身体障が
い者枠

（１人程度）

身体障害者手帳を有し、次の要件を全て
満たす人
①昭和58年4月2日以降に生まれ、学校教

育法による高等学校・特別支援学校高等
部以上を卒業または平成31年3月卒業見
込みの人

②介助者なしに事務職として職務の遂行
が可能な人

③活字印刷文による出題や口頭による面
接に介助者なしで対応できる人

幼保職 ７人

昭和 53 年 4 月 2 日以降に生まれ、幼稚園
教諭免許 ( 一種または二種）と保育士資格
の両方を有する人、または平成 31 年 3 月
31 日までに取得見込みの人

建築･
土木職

一般枠
（若干名）

昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれ、学校教
育法による高等学校以上の教育機関で、建
築もしくは土木に関する課程（学科）を修
了した人、または平成31年3月卒業（修了）
見込みの人　※下記の高校生枠を除く。

高校生枠
（若干名）

学校教育法による高等学校の建築もしく
は土木に関する課程（学科）に在学中で、
平成 31 年 3 月卒業見込みの人

　

今
年
度
か
ら
都
道
府
県
が
国
民
健
康
保
険(

国
保)

の
保
険
者
に
加

わ
り（
市
と
共
同
運
営・広
域
化
）、
国
保
財
政
の
安
定
化
を
図
り
ま
す
。

　
ま
た
、
税
率
は
資
産
割
を
廃
止
。
税
負
担
の
公
平
性
を
保
持
し
な

が
ら
、
急
激
な
負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
は
、
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
税
負
担
を
上
げ
な
い
た

め
に
も
、
ま
ず「
か
か
り
つ
け
医
」を
持
ち
、
健
康
管
理
に
努
め
ま
し
ょ

う
。
40
歳
以
上
の
方
は
特
定
健
診
な
ど
の
受
診
を
！

この時点で廃車手続きなどがさ
れていなければ１年分の税がか
かります。現在登録されている
軽自動車などの廃車・買い替え
または盗難に遭い廃車手続きを
していない場合は、来年度の基
準日までに手続きをしてくださ
い。原動機付自転車や農耕作業
用自動車（コンバイン、トラク
ターなど）を買い替えた場合は、
古い車両の廃車手続きと併せ
て、新しい車両の登録手続きを
お願いします。
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▲

17

市政レーダー

問
い
合
わ
せ　
消
防
署
☎
５
９
４
‐
１
１
１
９

問
い
合
わ
せ　
福
祉
総
務
課
☎
５
５
２
‐
７
１
０
１

問
い
合
わ
せ　
市
民
安
全
課
☎
５
５
２
‐
１
１
１
６

問
い
合
わ
せ　
創
造
都
市
課
☎
５
５
２
‐
５
１
０
６

９
月
９
日
は「
救
急
の
日
」

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る
市
民
救
命
士
講
習
会

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手

当
制
度 
～
現
況
届
・
所
得
状
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
～

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
に
よ
る「
全
国一斉
情
報
伝
達
試
験
」

防
災
行
政
無
線
を
通
じ
、
試
験
放
送
が
流
れ
ま
す

「
ふ
る
さ
と
篠
山
に
住
も
う
帰
ろ
う
運
動
」通
勤
・
通
学
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

丹
波
路
自
由
席
回
数
特
急
券
の
購
入
補
助
を
し
ま
す

あ
な
た
は
小
さ
な
子
ど
も
の
命
の

危
機
に
何
が
で
き
ま
す
か
？

　
子
ど
も
の
命
に
か
か
わ
る
病
気

や
突
然
の
け
が
、
交
通
事
故
の
と

き
、あ
な
た
は
何
が
で
き
ま
す
か
。

応
急
手
当
て
に
よ
っ
て「
尊
い
命
」

が
救
わ
れ
ま
す
。

　
講
習
会
の
受
講
者
に
は
、
市
民

救
命
士
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

（
効
果
確
認
の
結
果
に
よ
る
）。

と　
き　
①
９
月
８
日（
土
）②
９

日（
日
）の
９
時
30
分
～
12
時
30
分

■
児
童
扶
養
手
当

　
児
童
扶
養
手
当
は
、
父
ま
た
は

母
と
生
計
を
共
に
で
き
な
い
児
童

を
養
育
し
て
い
る
家
庭
の
生
活
安

定
と
自
立
を
助
け
る
た
め
に
、
児

童
の
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
父

母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
父
母
の
い
ず
れ
か
に
極
め

て
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
場
合
に

も
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
児
童　
18
歳
ま
で
の

児
童
、
ま
た
は
20
歳
未
満
の
中
度

以
上
の
障
が
い
の
あ
る
児
童

手
当
月
額

○
全
部
支
給
＝
４
万
２
５
０
０
円

○
一
部
支
給
＝
４
万
２
４
９
０
円
～

１
万
３
０
円（
児
童
の
数
や
受
給

資
格
者
の
所
得
な
ど
で
決
定
）

※
児
童
２
人
目
は
、
１
万
４
０

円
～
５
０
２
０
円
を
、
３
人
目

以
降
は
１
人
に
つ
き
６
０
２
０

円
～
３
０
１
０
円
を
加
算
。

申
請
に
必
要
な
書
類　
受
給
資
格

者
お
よ
び
児
童
の
戸
籍
謄
本
な
ど

※
申
請
の
翌
月
か
ら
支
給
。
早
め

と
こ
ろ　
篠
山
市
民
セ
ン
タ
ー

内　

容　

心
肺
蘇
生
法（
主
に
小

児
、
乳
児
お
よ
び
新
生
児
の
内
容

を
対
象
）や
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
た

実
技
、
け
が
を
し
た
と
き
の
止
血

法
な
ど

対　
象　
中
学
生
以
上

定　
員　
各
日
20
人（
先
着
順
）

申
し
込
み
方
法　
消
防
署
ま
た
は

各
出
張
所
に
備
え
付
け
の
申
込
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）を

提
出（
Ｆ
Ａ
Ｘ
も
可
）

の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

方
に
、
毎
年
７
月
末
ご
ろ
、
現
況

届
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
８
月
１

日（
水
）～
31
日（
金
）の
間
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
と
、

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。

■
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
身
体
ま

た
は
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
を

養
育
す
る
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は

父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
児
童　
20
歳
未
満
で

身
体
ま
た
は
精
神
に
、
重
度
ま
た

は
中
度
の
障
が
い
の
あ
る
児
童

手
当
月
額

○
１
級
＝
５
万
１
７
０
０
円

○
２
級
＝
３
万
４
４
３
０
円

申
請
に
必
要
な
書
類　
受
給
資
格

者
お
よ
び
児
童
の
戸
籍
謄
本
や
診

断
書
な
ど

所
得
状
況
届
の
提
出
期
間　
８
月

13
日（
月
）～
９
月
11
日（
火
）

そ
の
他　
小
さ
な
お
子
さ
ま
を
お

連
れ
の
方
に
も
受
講
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、
お
子
さ
ま
を
お
預

か
り
で
き
ま
す
。
人
数
に
制
限
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は

８
月
31
日（
金
）ま
で
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
毎
月
第
１
土
曜
日
に
実

施
し
て
い
る
成
人
を
対
象
と
し
た

市
民
救
命
士
講
習
会
は
９
月
１
日

（
土
）に
通
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。

放
送
さ
れ
る
区
域　
多
紀
有
線
放

送
、
後
川
有
線
放
送
、
西
紀
防
災

行
政
無
線
、
篠
山
市
防
災
行
政
無

線（
篠
山
、
八
上
、
畑
、
城
北
、

岡
野
、
日
置
、
雲
部
、
大
山
、
味

間
、
城
南
、
古
市
、
今
田
地
区
）

で
防
災
ラ
ジ
オ
ま
た
は
戸
別
受
信

機
配
布
済
み
区
域

都
市
課
ま
た
は
各
支
所
へ
郵
送
ま

た
は
直
接
提
出

申
請
に
必
要
な
書
類

○
右
記
備
え
付
け
の
申
請
書（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
）

○
回
数
券
の
表
紙（
コ
ピ
ー
不
可
）

○
定
期
乗
車
券
の
写
し
、社
員
証
、

学
生
証
、
在
籍
・
在
学
証
明
書

の
い
ず
れ
か

※
後
期
分
申
請
受
付
期
間
は
、
広

報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
今
回
の
試
験
は
、
国
か
ら
の
情

報
を
瞬
時
に
住
民
に
伝
え
る「
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
」が
、
防
災
行
政
無
線

で
正
常
に
機
能
す
る
か
の
確
認
で

す
。「
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス

ト
で
す
」と
放
送
が
流
れ
ま
す
。

と　
き　
８
月
29
日（
水
）11
時
ご

ろ　
※
災
害
時
な
ど
は
中
止
。

前
期
分（
４
～
９
月
購
入
分
）

　
Ｊ
Ｒ
西
日
本
が
発
売
す
る
丹
波

路
自
由
席
回
数
特
急
券
の
購
入
補

助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
外
へ
通

勤
・
通
学
さ
れ
て
い
る
方
は
ぜ
ひ

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間　

10
月
1
日（
月
）～ 

31
日（
水
）　

※
前
期
分（
４
～
９

月
購
入
分
）

補
助
額　
上
限
９
０
０
０
円

申
請
方
法　
下
記
の
書
類
を
創
造

救急車の適正利用にご協力を
　近年、救急車の出動件数・搬送人員数はと
もに増加傾向にあります。
　消防本部には４台の救急車がありますが、
全ての救急車が出動中になることもあります。
救急車は限りある資源。適正に利用し安心で
きる社会を目指しましょう。

と　き　10月7日（日）
ところ　篠山産業高等学校ほか県下6会場
※姫路市試験会場は10月8日（月・祝）。
種　類　甲種、乙種全類、丙種
申請期間　郵送・持参=8月16日（木）〜 27日（月）/
電子申請=8月13日（月）9:00 〜 24日（金）17:00
※郵送は最終日消印有効。
申請方法　（一財）消防試験研究センター兵庫県支部（神戸市）へ持
参または郵送、電子申請　※詳細は（一財）消防試験研究センター
のホームページに掲載。消防本部では受け付けは行っていません。
願書の配布　篠山市消防本部、県下各消防本部
危険物取扱者試験に伴う勉強会を実施!
　試験に備えて勉強会（乙種第4類）を行います。詳細はお問い合
わせください。
と　き　9月11日（火）〜 13日（木）の3日間受講

「認知症になっても大丈夫!　みんなが安
心して暮らせるあれこれ…2018」
　今や認知症は誰もが関わる可能性のあ
る身近な病気です。認知症になっても、
認知症の人の意思が尊重され、できる限
り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続
けられる社会の実現のために…。さまざ
まな制度や社会資源を知ることは認知症
の理解への第一歩です。
と　き　9月1日（土）13:30 〜 15:30
ところ　城東公民館
内　容　啓発劇、認知症対応型事業所な
どの作品紹介、福祉用具の展示、認知
症カフェの紹介、認知症高齢者等ひとり
外出見守り模擬訓練のDVD上映

介護セミナーを開催します
地域福祉課☎552-5346

危険物取扱者試験
消防本部予防課☎594-1118

　6月1日から、特急券の料金などが
見直されましたが、補助金額の変更
はありません。
回数特急券１冊あたり1,500円（6カ
月9,000円 を
上限）助成

Jアラートの情報
が流れます。

ご注意ください。

意識がない

胸が激しく痛む

突然の激しい頭痛

こんな時は迷わず119番！




